
 

 

 

（お知らせ） 

松本環境大臣による国際生物多様性年に貢献する 

国連総会ハイレベル会合等への出張について（結果） 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
１． 出張日程（概要） 

 ９月２０日（月）  成田発  ニューヨーク着 

□ジョグラフ生物多様性条約（CBD）事務局長との会談 

２１日（火） ○日・CBD事務局によるプレスブリーフィング開催 

○日・CBD事務局による閣僚級ワーキング昼食会開催 

◇野生動物保全協会（WCS）・CBD主催レセプション出席 

□EUポトチュニック環境担当委員との会談 

   ２２日（水） ◇国際生物多様性年に貢献する国連総会ハイレベル会合出席 

□デンマーク エレマン環境大臣、韓国イ・マニ環境部長官及び 

アブドゥッラー国連代表部大使（イエメン／G77代表）との会談 

      ２３日（木） ○日・コロンビア・独・CBD事務局による ABS 閣僚級ワーキング 

朝食会の開催 

□カスターニョ環境副大臣（コロンビア）、スコーヴリーグ環境大臣

（ベルギーフランドル地方／EU 議長）、ラミッシュ環境大臣（イ

ンド）、カールソン環境副大臣（スウェーデン）及びスペルマン環

境・食糧・農村地域大臣（英国）との会談 

          ・同行記者との懇談会 

２４日（金） ○第 65回国連総会一般討論演説出席 

◇EUヘテゴー気候変動担当委員との会談 

      ２５日（土）  ニューヨーク発 

   ２６日（日）  成田着 

※◇会議、○主催行事 □二国間会談等 ・その他 
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松本環境大臣は、９月 20日（月）から 26 日（日）にかけて、米国（ニューヨーク）

に出張し、国際生物多様性年に貢献する国連総会ハイレベル会合等に出席しましたの

で、その結果をお知らせします。 
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２． 会議等の概要 

（１）日・CBD条約事務局によるプレスブリーフィング 

・日 時：平成 22 年９月 21日（火） 10:00～ 

・会 場：国連本部 

・主催者：日本政府及び生物多様性条約事務局 

・概 要：国連本部内において松本環境大臣が記者会見を行い、生物多様性条約第 10

回締約国会議（COP10）議長国としての成功に向けた決意を述べるとともに、

COP10名誉大使である MISIAさんの紹介やイオン財団の生物多様性みどり賞

の発表を行った。  

 

（２）日・CBD事務局による閣僚級ワーキング昼食会開催 

・会 場：平成 22 年９月 21日（火） 13:15～  

・場 所：国連本部 

・主催者：日本政府及び生物多様性条約事務局 

・概 要：これまでの CBD締約国会議開催国等、生物多様性条約の主要国約 30カ国を

招待し、COP10の成功に向けた協力要請や意見交換を行った。 

 

（３）野生動物保全協会（WCS）・生物多様性条約主催レセプション 

・日 時：平成 22 年９月 21日（火） 18:15～ 

・会 場：セントラルパーク動物園 

・主催者： 野生動物保全協会（WCS）・生物多様性条約 

・概 要：国際生物多様性年に貢献する国連総会ハイレベル会合前日に開催されたレ

セプションにおいて、松本環境大臣が COP10議長国として成功に向けた決意

を述べた。 

 

（４）国際生物多様性年に貢献する国連総会ハイレベル会合 

・日 時：平成 22 年９月 22日（水） 9:00～ 

・会 場：国連本部 

・概 要：開会式（9:00～）では、日本から前原外務大臣により COP10 議長国として

の演説が行われた。その後、パネル（10:00～）が「生物多様性条約の３目

的達成に向けた道のり、及び国際的に合意された生物多様性条約の目的・目

標」をテーマとして開催され、松本環境大臣は COP10議長国として成功に向

けた決意を演説した（別紙１）。閉会式（19:00～）において議長サマリー（別

紙２）が採択され、COP10に送付されることとなった。 

 

（５）日・コロンビア・独・CBD事務局による ABS閣僚級ワーキング朝食会 

・日 時：平成 22 年９月 23日（木） 8:30～ 

・会 場：国連本部 

・主催者：日本政府、コロンビア政府、独政府及び生物多様性条約事務局 

・概 要：遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）について、主催国からその合意に

向けた考えを述べたうえ、ABS作業部会共同議長により現状報告を受け、各

国閣僚級との情報共有を図り、意見交換が行われた。 

 

 



 

 

 

３． 二国間会談等 

本会合の期間中に以下の国々の閣僚級や国際機関の代表者等と会談し、COP10 の成功

や気候変動枠組み条約第 16回締約国会議の成功に向けた協力要請や意見交換を行った。 

【会談を行った国及び国際機関等】 

生物多様性条約事務局、EU、デンマーク、韓国、G77、コロンビア、スウェーデン、ベ

ルギー、インド、英国 

 


